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知
ら
な
い
方
も
多
い
と
思
う
の
で
す
が
、
法
務

省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
さ
れ
た
ポ
ス
タ
ー

（
図
１
）
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
本
年
４
月

１
日
か
ら
は
相
続
登
記
の
申
請
が
義
務
化
さ
れ
ま
す
。 

義
務
化
は
遺
産
分
割
（
相
続
人
間
の
話
合
い
）
で
不
動
産
を

取
得
し
た
場
合
に
も
適
用
さ
れ
、
正
当
な
理
由
が
な
い
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
遺
産
分
割
か
ら
３
年
以
内
に
内
容
に
応
じ
た
相
続

登
記
を
し
な
い
場
合
に
は
、
10
万
円
以
下
の
過
料
が
科
さ
れ

る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
す
。  

昨
年
12
月
13
日
に
は
新
聞
の
経
済
面
に
『
改
正
空
き
家
法

施
行 

管
理
不
全 

固
資
税
軽
減
除
外
も
』
と
い
う
記
事
（
図
２
）

が
掲
載
さ
れ
ま
し
た
し
、
昨
年
11
月
14
日
に
は
本
市
で
、
全

国
議
長
会
の
『
令
和
５
年
度
空
き
家
・
空
き
地
に
関
す
る
特
別

委
員
会
』
も
開
催
さ
れ
ま
し
た
。 

ま
た
、
私
た
ち
に
身
近
な
も
の
と
し
て
は
広
島
市
安
佐
南
区

上
安
で
問
題
視
さ
れ
て
い
る
不
適
切
な
盛
土
と
、
そ
の
上
に
拡

張
さ
れ
た
産
廃
処
分
場
（
図
３
）
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
が
、
３
年

前
に
熱
海
市
で
発
生
し
た
土
石
流
災
害
と
同
様
に
「
前
の
持
ち

主
」
「
現
在
の
持
ち
主
」
と
い
う
言
葉
が
飛
び
交
っ
て
い
る
こ

と
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
土
地
情
報
が
明
確
で
な
い
た
め
責

任
の
所
在
も
明
確
で
な
く
、
担
当
職
員
や
地
域
住
民
が
振
り
回

さ
れ
て
い
る
現
状
が
報
じ
ら
れ
て
い
ま
す
。 

４年ぶりとなる神明市の開催決定を受け、コロナ禍前の日常を取り戻せるようにと願いながら新年を迎えました

が、元日には能登半島地震が、翌２日には羽田空港で航空機衝突事故が発生。被災された皆さまには心からのお見

舞いを申し上げると同時に、相次ぐ災難に安寧の有難さを肝に銘じるばかり。そんな中、本市出身の倉本玄太選手

は、最初で最後となった箱根駅伝の 9 区で青山学院大学を優勝に導く区間賞の激走。その姿に勇気をもらいました。 

とくしげ政時後援会〒723-0064 三原市西宮一丁目 15 番 7 号電話番号：0848－62－5804（ファックス兼） 

三原市議会議員 

 
責
任
あ
る
提
言
と
実
行
！ 

令
和
の
三
原
を
元
気
に
！ 

図 2.「改正空き家法」についての報道 

（令和 5 年 12 月 13 日の中国新聞より） 

図 1.「相続登記の申請義務化」ポスター 

（法務省ホームページより） 

図 3.不適切な盛り土についての報道 

（中国新聞ホームページより） 

図 4.所有者不明土地についての報道 

（朝日新聞ホームページより） 
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こ
う
し
た
こ
と
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
近
年
に
な
っ
て
土

地
・
建
物
な
ど
の
不
動
産
に
関
す
る
法
改
正
（
民
法
・
不
動
産

登
記
法
等
一
部
改
正
法
・
相
続
土
地
国
庫
帰
属
法
な
ど
）
が

着
々
と
進
ん
で
い
る
の
も
、
３
年
前
の
時
点
で
九
州
よ
り
広
い

土
地
の
所
有
者
が
不
明
（
図
４
）
で
あ
る
な
ど
、
土
地
に
関
す

る
我
が
国
の
施
策
が
極
め
て
杜
撰
で
あ
っ
た
た
め
。 

そ
こ
で
今
議
会
で
は
、
土
地
・
建
物
な
ど
の
不
動
産
を
巡
る

質
問
を
し
ま
し
た
の
で
、
先
ず
は
地
籍
調
査
に
関
す
る
質
問
の

概
要
を
紹
介
し
ま
す
。 

 

問 

調
査
の
進
め
方
は
。 

答 

１
調
査
区
に
約
３
年
を
か
け
、
図
５
の
手
順
で
進
め
る
。 

問 

調
査
の
進
捗
状
況
は
。 

答 

図
６
の
通
り
で
あ
る
。 

問 

事
業
費
の
実
績
は
。 

答 

表
１
の
通
り
で
あ
る
。 

問 

調
査
の
未
了
が
公
共
工
事
に
影
響
し

た
件
数
・
追
加
費
用
な
ど
の
実
績
は
。 

答 

公
共
事
業
が
多
岐
に
わ
た
る
た
め
、
特
定
で
き
な
い
。 

問 

調
査
完
了
ま
で
に
見
込
ま
れ
る
費
用
と
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
は
。 

答 

未
調
査
の
面
積
１
７
７
・
５
㎢
（
令
和
４
年
度
末
現
在
）

を
年
平
均
１
・
８
㎢
の
ペ
ー
ス
で
調
査
し
て
も
約
１
０
０
年
以

上
か
か
る
計
算
と
な
る
こ
と
や
、
場
所
に
よ
っ
て
縮
尺
、
精
度

や
平
均
傾
斜
度
な
ど
の
条
件
が
異
な
る
た
め
、
算
出
は
困
難
で

あ
る
。 

問 

今
年
度
に
完
了
予
定
の
面
積
と
進
捗
率
は
。 

答 

図
７
の
通
り
で
あ
る
。 

 

さ
て
、
図
３
に
紹
介
し
た
よ
う
な
「
所
有
者
不
明

の
土
地
」
が
存
在
す
る
の
は
、
不
動
産
登
記
簿
を

見
て
も
所
有
者
が
直
ち
に
判
明
し
な
い
場
合
や
、

所
有
者
が
判
明
し
て
も
連
絡
が
つ
か
な
い
場
合
が
あ
る
た
め
。 

こ
の
よ
う
な
状
況
に
歯
止
め
を
か
け
な
け
れ
ば
、
固
定
資
産

税
な
ど
が
徴
収
困
難
と
な
る
不
納
欠
損
処
分
（
用
語
解
説
参
照
）

の
増
加
に
つ
な
が
る
こ
と
で
市
の
貴
重
な
財
源
が
棄
損
さ
れ

る
だ
け
で
な
く
、
課
税
の
適
正
化
や
税
の
公
平
性
の
確
保
と
い

っ
た
観
点
か
ら
も
大
問
題
で
す
。 

そ
こ
で
続
い
て
は
、
所
有
者
不
明
の
土
地
・
建
物
に
関
す
る

質
問
の
概
要
を
紹
介
し
ま
す
。 

 

問 

所
有
者
不
明
の
土
地
・
建
物
の
件
数
と
土
地
の
総
面
積
は
。 

答 

業
務
上
必
要
と
な
っ
た
物
件
の
み
を
調
査
し
、
業
務
上
必

要
の
な
い
物
件
に
つ
い
て
は
調
査
し
て
い
な
い
た
め
、
資
産
税

課
の
み
な
ら
ず
他
の
部
署
で
も
把
握
で
き
て
お
ら
ず
、
市
内
全

域
の
件
数
等
は
不
明
で
あ
る
。 

問 

所
有
者
不
明
と
な
っ
た
理
由
は
、
ま
た
、
各
理
由
に
該
当

す
る
件
数
と
土
地
の
総
面
積
は
。 

答 

大
別
し
て
次
の
４
つ
が
理
由
で
あ
る
。 

① 

不
動
産
登
記
簿
等
を
参
照
し
て
も
所
有
者
が
直
ち
に
判

明
し
な
い 

② 

所
有
者
が
判
明
し
て
も
所
有
者
に
連
絡
が
つ
か
な
い 

③ 

相
続
放
棄 

④ 

法
人
の
倒
産
な
ど 

ま
た
、
今
年
度
の
各
理
由
に
該
当
す
る
件
数
は
表
２
の
通
り

表 1.地籍調査事業費の実績 

国負担分 4 億 5,358 万 0 千円 

県負担分 2 億 2,679 万 1 千円 

市負担分 3 億 1,153 万 0 千円 

総額 9 億 9,190 万 1 千円 

平成 17 年度～令和 4 年度 

地籍調査の現状 
◎ 本市全体 → 58.72% 

調査対象面積：430.06 ㎢ 

調査済み面積：252.54 ㎢ 
 

◎ 地域別 

○ 旧三原市 進捗率 19.47% 

着手：平成 7 年度 

《進捗状況》 

⚫山林部の一部を残し完了 

鷺浦町、新倉町、沼田町、長谷町、小坂町 

学園町の一部、宮浦 6 丁目の一部 

八幡町篝の一部 

⚫実施中 

高坂町真良、小泉町 

⚫未着手 

上記以外 
 

○ 旧本郷町 → 78.32% 

着手：昭和 27 年度 

《進捗状況》 

⚫未了地区 

上北方・善入寺地区の山林部の一部 
 

○ 旧久井町 → 70.9% 

着手：昭和 46 年度 

《進捗状況》 

⚫耕地部：実施中の吉田地区をもって完了 

⚫山林部：羽倉・和草・下津・江木の一部で 

未了 
 

○ 旧大和町 → 100％ 

着手：昭和 32 年度、完了：昭和 51 年度 

図 6.地籍調査の現状 

図 5.地籍調査の進め方 

各調査区の地籍調査の進め方 
 

1 年目 

①一筆ごとの所有者・地番・地目を調査 

②現地立会のもと測量を実施 

2 年目 

③筆界点を基に地図を作製 

④面積を測定 

⑤土地情報を明記した地籍簿と地籍図を作成 

⑥閲覧にかけ、誤りなどを訂正する機会を設置 

3 年目 

⑦広島県による成果認証 

⑧法務局に地籍簿・地籍図を送付 

⑨地籍簿を基に登記簿の記載を訂正 

⑩法務局に備え付け 
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で
あ
る
。 

問 
過
去
５
年
に
、
土
地
・
建
物
の
持
ち
主
が
不
明
で
あ
る
こ

と
を
理
由
に
固
定
資
産
税
な
ど
を
徴
収
で
き
ず
、
不
納
欠
損
処

分
に
し
た
件
数
、
金
額
お
よ
び
全
体
に
占
め
る
割
合
等
は
。 

答 

表
３
の
通
り
で
あ
る
。 

 

罰
則
が
施
行
さ
れ
る
前
の
年
度
内
に
、
広
報
紙

の
有
効
活
用
な
ど
で
周
知
に
努
め
る
こ
と
な
ど

を
お
願
い
し
て
、
次
の
質
問
に
移
り
ま
し
た
。 

 

７
月
に
ス
タ
ー
ト
し
た
本
市
の
省
エ
ネ
家
電
買
替
支
援
事

業
は
、
電
気
・
ガ
ス
等
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
価
格
、
食
料
品
等
の
物

価
高
騰
対
策
と
し
て
家
計
負
担
の
軽
減
を
支
援
す
る
こ
と
や
、

二
酸
化
炭
素
排
出
量
の
削
減
を
推
進
す
る
こ
と
を
謳
い
、
９
月

末
ま
で
の
購
入
・
設
置
を
条
件
に
実
施
さ
れ
ま
し
た
が
、
昨
年

10
月
７
日
の
報
道
に
あ
る
よ
う
に
、
申
請
が
予
算
の
半
分
に

と
ど
ま
っ
た
た
め
期
間
が
延
長
（
図
８
）
さ
れ
ま
し
た
。 

用
語
解
説 

⚫
 

不
能
欠
損
処
分 

時
効
等
に
よ
り
債
権
が
消
滅
し
た
場
合
や
徴
収
不
能
に

よ
り
債
権
放
棄
を
し
た
場
合
に
行
わ
れ
る
地
方
自
治
法

上
の
会
計
処
理
手
続
で
あ
り
、
決
算
上
の
不
納
欠
損
額
と

し
て
処
理
計
上
さ
れ
る
。 

（
大
阪
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
よ
り
） 

⚫
 

不
能
欠
損
処
分
の
影
響 

本
来
な
ら
滞
納
繰
越
額
は
毎
年
雪
だ
る
ま
式
に
膨
ら
み

続
け
る
は
ず
だ
が
、
こ
の
不
納
欠
損
処
理
に
よ
っ
て
滞
納

事
案
が
「
消
滅
」
し
て
い
く
。
つ
ま
り
、
徴
税
率
計
算
の

際
の
分
母
（
課
税
対
象
）
か
ら
滞
納
事
案
の
大
部
分
を
消

す
こ
と
で
、
計
算
上
の
高
い
徴
税
率
を
保
っ
て
い
る
。 

（
東
京
財
団
政
策
研
究
所
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
よ
り
） 

そ
こ
で
、
同
事
業
が
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
対
策
の
地
方
創

生
臨
時
交
付
金
か
ら
１
億
５
０
０
０
万
円
も
の
予
算
を
確
保

し
て
い
た
こ
と
や
、
新
型
コ
ロ
ナ
が
５
類
に
移
行
さ
れ
て
半
年

以
上
が
経
過
し
た
こ
と
を
踏
ま
え
、
コ
ロ
ナ
禍
前
後
の
本
市
の

経
済
情
勢
を
確
認
す
る
た
め
、
次
の
質
問
を
し
ま
し
た
。 

 

問 

コ
ロ
ナ
禍
以
降
の
、
①
平
均
所
得
、
②
就
業
者
数
、
③
失

業
者
数
、
④
有
効
求
人
倍
率
、
⑤
撤
退
し
た
事
業
者
数
と
、
そ

れ
に
伴
っ
て
失
わ
れ
た
雇
用
者
数
、
⑥
倒
産
（
破
産
）・
廃
業
・

閉
店
し
た
事
業
所
数
と
負
債
総
額
は
。 

答 

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
三
原
に
よ
る
有
効
求
人
倍
率
、
民
間
調
査

会
社
お
よ
び
本
市
経
済
団
体
（
三
原
商
工
会
議
所
・
三
原
臨
空

商
工
会
）
に
よ
る
倒
産
（
破
産
）
・
廃
業
・
閉
店
し
た
事
業
所

数
と
負
債
総
額
な
ど
は
、
表
４
の
通
り
で
あ
る
。 

問 

生
活
保
護
受
給
者
の
推
移
は
。 

答 
死
亡
に
よ
る
高
齢
者
世
帯
の
減
少
、
世
帯
主
の
収
入
の
増

加
な
ど
を
理
由
に
生
活
保
護
の
廃
止
件
数
が
開
始
件
数
を
上

回
っ
た
た
め
表
５
の
通
り
減
少
し
た
。 

問 

倒
産
（
破
産
）・
廃
業
・
閉
店
し
た
事
業

所
の
傾
向
は
。 

答 

食
品
製
造
業
・
飲
食
業
・
サ
ー
ビ
ス
業
・

宿
泊
業
な
ど
多
岐
に
わ
た
る
。 

問 

倒
産
・
廃
業
・
閉
店
の
理
由
は
。 

答 

顧
客
の
減
少
に
よ
る
売
上
減
・
金
融
機

関
へ
の
債
務
返
済
・
物
価
高
騰
等
の
影
響
が

主
要
因
と
さ
れ
て
い
る
。 

 

省
エ
ネ
家
電
買
替
支
援
事
業

に
似
た
取
り
組
み
と
し
て
挙

げ
ら
れ
る
の
が
、
令
和
２
年

に
実
施
さ
れ
た
特
典
付
き
商
品
券
（
図
９
）
。 

記
事
中
の
「
先
払
い
に
負
担
感
の
あ
る
世

帯
の
買
い
控
え
が
一
因
と
み
ら
れ
る
」
「
上

限
の
５
冊
を
買
う
世
帯
と
全
く
買
わ
な
い

世
帯
に
二
極
化
し
て
い
る
」
や
、
本
市
商
工

振
興
課
に
よ
る
コ
メ
ン
ト
「
経
済
的
に
余
裕

表 5.生活保護支給世帯数および人数の推移 

年度 平成 30 年度 平成 31 年度 令和 2 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 

世帯数 

（人数） 

802 

（約 1,020） 

767 

（949） 

774 

（936） 

751 

（910） 

729 

（896） 

※ 令和 5 年 10 月末現在 

表 2.所有者不明な土地・建物の件数（令和 5 年度分） 

理由 
土地 建物 

件数 （筆数） 面積（㎡） （棟数） 

① 6 （16） 174,000 1 

② 5 （14） 4,000 3 

③ 53 （307） 495,000 75 

④ 10 （75） 124,000 18 

合計 74 （412） 797,000 97 

表 4.コロナ禍以降の経済情勢 

 令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度 

① 298 万 3 千円 301 万 7 千円 305 万 9 千円 

② 34,965 人 34,491 人 34,479 人 

③ 三原管内における公表数字無し（労働局） 

④ 1.23 1.33 1.48 

⑤ 
26 

（107 人） 

34 

（261 人） 

34 

（125 人） 

⑥ 
15 件、約 4 億 6,500 万円（民間調査会社による） 

120 件、コロナ起因 6 件（本市経済団体による） 

表 3.不能欠損処理の推移 

年度 件数 
土地 
（筆） 

建物 
（棟） 

金額 
（万円） 

割合 
（%） 

平成 30 年度 12 102 13 60 0.5 

平成 31 年度 11 37 15 30 0.3 

令和２年度 21 71 28 70 0.8 

令和３年度 19 71 18 60 0.2 

令和４年度 35 183 47 780 0.1 

合計 98 464 121 1,000 － 

※ 金額：おおよその数値 

※ 割合：調停額全体に占める割合 

図 7.令和 5 年度の地籍調査の実績（予定） 

令和５年度の地籍調査の実績（予定） 
◎ 本市全体（前年比：+0.18%） 

面積：0.76㎢、進捗率：58.9% 
 

○ 旧三原市 

面積：0.45㎢、進捗率：19.72% 
 

○ 旧久井町 

面積：0.31㎢、進捗率：71.4% 
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の
な
い
世
帯
な
ど
で
先
払
い
へ
の
負
担
感
が
あ
る
」
か
ら
分
か

る
よ
う
に
、
こ
の
手
の
政
策
は
経
済
的
に
余
裕
の
あ
る
人
が
恩

恵
を
受
け
や
す
い
一
方
で
、
経
済
的
に
余
裕
の
な
い
人
が
恩
恵

を
受
け
に
く
い
た
め
、
税
金
を
使
っ
て
格
差
拡
大
を
招
く
結
果

に
な
る
側
面
が
あ
り
ま
す
の
で
、
次
の
質
問
を
し
ま
し
た
。 

 

問
（
図
８
の
記
事
に
あ
る
）
「
福
山
市
の
反
響
を
見
て
多
め
に

予
算
を
組
ん
だ
、
１
か
月
く
ら
い
で
枠
が
埋
ま
る
と
思
っ
て
い

た
」
「
６
月
の
エ
ア
コ
ン
買
換
え
需
要
に
間
に
合
わ
な
か
っ
た

こ
と
が
響
い
た
の
で
は
な
い
か
」
と
の
生
活
環
境
課
に
よ
る
コ

メ
ン
ト
に
対
し
て
は
、「
三
原
市
の
経
済
情
勢
に
全
く
マ
ッ
チ

し
て
い
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
」
と
指
摘
す
る
声
が
多
く
あ

り
ま
す
が
、
市
長
の
見
解
は
。 

答 

本
市
で
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
応
地
方
創

生
臨
時
交
付
金
を
活
用
し
、
物
価
高
騰
の
影
響
を
受
け
た
生
活

者
や
事
業
者
を
支
援
し
て
い
る
。 

そ
の
中
の
省
エ
ネ
家
電
買
替
事
業
は
、
省
エ
ネ
性
能
に
優
れ

た
家
庭
用
エ
ア
コ
ン
等
の
買
換
え
費
用
の
一
部
を
補
助
す
る

こ
と
で
、
電
気
料
金
の
削
減
と
ゼ
ロ
カ
ー
ボ
ン
シ
テ
ィ
の
実
現

を
促
進
す
る
目
的
で
実
施
し
た
。 

当
初
の
申
請
期
限
の
９
月
末
時
点
の
執
行
率
は
57
・
４
％

だ
っ
た
が
、
期
間
を
延
長
し
た
と
こ
ろ
申
請
が
増
加
し
て
い
る

た
め
、
事
業
の
効
果
が
得
ら
れ
た
と
考
え
る
。 

「
今
後
も
同
交
付
金
の
趣
旨
を
鑑
み
て
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
、
食
料

品
価
格
等
の
物
価
高
騰
の
影
響
を
受
け
た
生
活
者
や

事
業
者
の
ニ
ー
ズ
を
的
確
に
把
握
を
し
て
、
適
切
な

支
援
に
努
め
て
ま
い
り
ま
す
。」 

 

市
長
の
見
解
を
紹
介
し
ま
し
た
が
、
特
に
会
議

録
と
一
言
一
句
違
わ
ぬ
形
と
し
て
「
」
で
括
っ

た
箇
所
に
は
、
次
の
よ
う
な
事
例
・
実
態
が
あ

る
こ
と
を
考
え
る
と
、
首
を
傾
げ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。 

来
年
度
か
ら
は
「
公
平
性
が
な
い
か
ら
」
と
の
理
由
で
年
間

約
２
３
０
万
円
の
佐
木
島
航
路
の
運
賃
助
成
が
打
ち
切
ら
れ

ま
す
が
、
今
年
度
は
一
日
だ
け
の
佐
木
島
ロ
ー
ド
レ
ー
ス
の
た

め
に
開
催
援
助
と
し
て
５
０
０
万
円
が
支
出
さ
れ
ま
し
た
。 

ま
た
、
昨
年
７
月
22
日
に
大
和
町
で
開
催
さ
れ
た
市
長
と

語
る
会
で
、
「
三
谷
屋
さ
ん
が
閉
店
さ
れ
る
そ
う
で
、
皆
さ
ん

お
困
り
に
な
る
で
し
ょ
う
」
と
市
長
が
切
り
出
さ
れ
た
こ
と
も

あ
り
、
参
加
者
を
は
じ
め
と
す
る
地
域
住
民
の
方
々
は
何
ら
か

の
支
援
策
が
講
じ
ら
れ
る
も
の
と
期
待
さ
れ
て
い
ま
し
た
。 

三
谷
屋
さ
ん
は
９
月
末
で
一
度
は
閉
店
さ
れ
ま
し
た
が
、
特

に
買
物
に
困
る
地
元
の
高

齢
者
の
こ
と
を
思
わ
れ
、

売
場
面
積
と
営
業
時
間
を

大
幅
に
縮
小
さ
れ
、「
で
き

る
範
囲
で
当
面
の
間
は
」

と
10
月
16
日
か
ら
営
業
を

再
開
。
し
か
し
、
負
担
と
な

っ
た
光
熱
費
な
ど
の
支
援

を
本
市
に
要
請
し
た
も
の

の
、
「
民
間
の
営
利
事
業
に
は
補
助
で
き
な
い
」
と
回
答
さ
れ

た
こ
と
も
あ
り
、
12
月
20
日
で
や
む
な
く
営
業
を
終
了
。 

生
活
者
や
事
業
者
の
ニ
ー
ズ
を
的
確
に
把
握
で
き
て
い
る

で
し
ょ
う
か
、
適
切
な
支
援
が
で
き
て
い
る
で
し
ょ
う
か
。 

そ
し
て
何
よ
り
、
就
任
以
降
の
市
長
は
所
信
表
明
を
皮
切
り

に
、
こ
と
あ
る
ご

と
に
「
誰
一
人
取

り
残
さ
な
い
」
と

繰
り
返
さ
れ
て
い

ま
す
が
、
こ
の
よ

う
な
実
態
を
見
て

言
行
不
一
致
も
甚

だ
し
い
と
思
う
の

は
私
だ
け
な
の
で

し
ょ
う
か
。 

 

図 8.省エネ家電買替支援事業延長の記事 

（令和 5 年 10 月 7 日の中国新聞より） 

～ とくしげ政時 後援会入会の御案内 ～ 

 後援会規約 
１. この会は「とくしげ政時後援会」と称します。 

２. この会は、とくしげ政時の政治活動を支援し、

合わせて、会員相互の親睦と協力を促進する

ことを目的とします。 

３. この会は目的達成のため、研修会・後援会・出

版物の発行などの活動を行います。 

４. この会に必要な経費は、会費・寄附金などの収

入によってまかないます。 

 連絡先 

電話番号 0848－62－5804（ファックス兼） 

e-mail masa.tokushige@gmail.com 

図 9.特典付き商品券に関する報道 

（令和 2 年 12 月 2 日の中国新聞より） 

図 9.三谷屋さんの閉店に関する報道 

（中国新聞デジタルより） 


